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E]総合労働相談員 +紛調官

E]雇用均等指導員十指導官

[コ 相談員 +指導員十紛調官

に

来庁又は電話

相談内容の確認

適用法令の判断
相談員は判断に迷 う場合は紛調官に確認

●い じめ・嫌が らせ *

関係の相談
*パ ワーハラスメントには該
当しない職場内のいじめ・

嫌がらせに関するトラブル
⇒同僚同士の トラブル等で明

らかにパワーハラスメント
に該当しない場合は、個紛
法で対応。

労働相談票「相談の区分」欄
「労働施策総合推進法」の詳細区分

●パワーハラスメン ト*関係の相談
*以下の①②③を全て満たすもの

①職場において行われる優越的な関係を背景とし
た言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③その雇用する労働者の就業環境が害されるもの

⇒パワーハラスメントの定義に該当するか不明確な
場合であっても、相談者がパワーハラスメントだ
と主張する場合は、労推法で対応。

パワハラ防止措置

相談理由不利益取扱い
カスタマーハラスメン ト等

ロロロ~｀
ヽ

適用法令及び制度を説明し、相談者の意向を確認

個紛法労推法

労使間における自主的解決

助言・指導 *

あっせん *

労使間における自主的解決

紛争解決の援助 (助言)※
調停 ※

その他パワーハラスメント

労推法と個紛法に関する紛争が混在する相談は、相談者の主訴により整理すること。主訴が不明確
なためいずれの方法により解決を図るべきか判別することが困難な紛争事案や、一体的紛争事案とし
て扱う方が制度運用の趣旨に照らして適切 (合理的、効率的)な事案については、個紛法に基づく個
別労働紛争解決制度で対応すべき事項も含め、原則どして労推法の事案として取り扱うこと。

す る は で

ヽ

令和5年度～ 労推法 (パワハラ関係)紛争解決援助業務フローチャート

1。 .相談

*カ スタマーハラスメント等の労推法第30条の 2

第 3項に基づく指針に定められた「望ましい取

局による行政指導



2.労推法に基づ く労働局長の援助・調停

労働施策総合推進法に基づく労働局長の援助

(助言、指導又は勧告)
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□ 総合労働相談員 +紛調官

Iコ 雇用均等指導員十指導官

EI相談員 +指導員 +紛調官

E]紛調官 +指導員 +(指 導官)

☆助言の過程で

法違反が是正さ

れなかった場合

は、指導官へ引
き継ぐ。
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必要に応じて

報告請求を実施

労働施策総合推進法に基づく調停

申立受理

言名
″

日
，

′
口 実 施   ※助言時に必要に応 じて雇均部 (室)に確認

事業主や申立人の意向等に応 じて

解決等により終了打切等により終了指導又は勧告に移行
(指導官へ引き継ぐ)

に

よ

る

が

指導 (口頭又は文書)又は勧告 (文書)実施

解決等により終了 打切等により終了

疑 法
い

あ 反
りの

事 案 に 応 じて 報 告 の 請 求 を 実 施

援助の過程で法違反が是正されなかった場合、
。勧告 した事案は、報告の請求を実施。
・指導 した事案は、必要に応 じて報告の請求を

実施。

調停へ移行せず

法違反の疑いあり
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※コーナーに へ引き継ぐ理 しが 均

調停申請受理
の申請があった場合は総合

法違反の疑いあり
事案に応じて

報告請求を実施
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「律 設 事 業 lに つ いて は、令 和 6年 4月 HI壼 笙 720時 間 の 卜限棚 ヨ| の適用を受ける。

一方、一般労働者 に適用される、単月上限 (100時 間未満 )、 複数月 均上限 (80時 間以内)については、

“

喜 復 旧・ 復 日 の li士 摘 田 六 ね な I. →「雪害 (道路除雪)」 については、労基法第33条第1項 (非常時災害 )

の許可申請・̀届 により36協定の時間外労働の上限時間、休日労働の回数にかかわらず、必要な限度で時間外労働、

休日労働を行わせることができる。

【現在】 【令和 6年 4月～】

労働者

自動車

運転の

業務

医師

鹿児島

県及び

沖縄県
|こおけ

る砂糖

製造業

新技

術 。新

商品等
の研究

開発業

務

月

限度時間
(原則 )

45 45

45時間

超は 6月
まで

適用
あり

適用
あり

単月上限 100

複数月

平均上限 80

年

限度時間
(原則 )

360 360

上 限 720 720

差 11中 条詈あ覆楯
°
・復興の事業は、単月上限 100時 間・複数月平均上限 80時間の規制は適用されない。

注 2: 時間外・休日労働が月 100時 間以上となることが見込まれる者は、 36協 定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。

注 3: 医業に従事する一般の医師にかかる基準 (A水準):休 日労働を含む。

注 41 8水 準、連携 B水準、 C水準の指定を受けた医療機関で指定に係 る業務に徒芋する医師にかかる基準。休日労働を合む。

面接指導、労働時間が特に長時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を 36協定に定めることが必要

「
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労働者

自動車

運転の

業務

建設

事業

鹿児島

県及び

沖縄県
におけ

る砂糖

製造業

45限度時間

(原則)

45 45 45 45

適用
あり

適用
あり

451寺 間

超は 6月
まで

適用
あり

100
(注 1)

０

” 100単月上限 100

(注 1)

80 80

月

複数月

平均上限
(× )

80

360 360 360 360限度時間

(原則 )

年

上限 720 960
960
(× )(注 3)

l観島♀
720

拡充

※面接指導の対象となる残業時間の基準を100h/月 超から80h/月 超に強化
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※面接指導の対象となる時間外・休日労働時間の基準を100h/月 超から80h/
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被改正法律・項目
|

内容 大企業 中小企業

フレックスタイム制見
直し (第32条の3)

パートタイム労働法・労働

契約法

労働者派遣法

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門
的知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保
措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、
休日、深夜の部増資金等の規定を適用除外とする。

とともに、国
「基本方針」

するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説
明の義務化、③裁判外紛争解決手続 (行政ADR)の 整備な
ど。

派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規
定の整備、②待遇差の内容 。理由等に関する説明の義務化、

③裁判外紛争解決手続 (行政ADR)の 整備など。

労
働
基
準

法

令和 2年 4月 1日
(附則第 1条第 2号 )

令和 3年 4月 1日
(附則第11条第 1項 )

令和 2年 4月 1日
(附則第 1条第 2号 ) 1

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定。 (罰則付 )

令和 2年 4月 ■日

(附則第 3条第 1項 )

の取得義務
(第39条第 7項 )

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、

年 5日について毎年時季を指定して与えなければならないこ

ととする。

平成 3■ 年 4月 1日   平成31年 4月 1日年 5

中小企業における割増

賃金率の猶予措置廃止

(第 138条 )

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率 (50%以上)

について、中小企業への猶予措置を廃止。

令和 5年 4月 1日
(附則第 ■条第 3号 )

勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取弓:上配慮
すべき事項に関する責務の規定など。 平成 31年 4月 1日労働時間等設定数善法

労働者を対象とした労働時間の状況の把握の義務化など。
平成 3■ 年 4月 1日労働安全衛生法、じん肺法

時間外 労働の上限規制の概要

● 時間外労働の上限は、原則として月45時間 。年360時間となる。

● 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合 (特別条 :[買)でも、以下の規制がかかる。

>時間外労働が年720時間以内

>時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年 6か月が限度

>時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、 2～ 6か月平均がいずれも 1月あたり80時間以内

法律による上限 (原則 )

月45時間

年360口寺間

法定労働時間
'1日 8時間
1週40時間

年間 6か月まで

法律 による上限
。年720時間以内
・複数月平均80時間以内 ※
・月 100時間未満 ※  ※休日労働含む

1年間 =12か月

働き方改革関連法について

雇用対策法 は、
公布日施行

(附則第 1条第 1号 )
を定めること

高度プロフェッショナ

ル制度の創設

(第41条の 2)

フレツクスタイム制の清算期間の上限を 1ケ月から3ケ月に

延長。

労働時間の上限

(第36条等 )
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